
令和４年５月２６日 
第八管区海上保安本部 

  海 上 保 安 学 校 

 

第八管区海上保安本部・海上保安学校 

定例記者懇談会 

 

 
１ 日時 
  令和４年５月２６日（木）午後２時００分から 
 
２ 場所 
  海上保安学校厚生棟第一食堂 
 
３ 発表事項 

＜第八管区海上保安本部＞ 

・海洋環境保全推進月間について 

・若手捜査官の登竜門！捜査技能審査会の開催について 

 

＜海上保安学校＞ 

・海上保安学校基本動作競技会について（連絡事項） 

・校外学習について 

  

４ 業務説明 

 ＜海上保安学校 機関教官室＞ 

  ・次世代船舶の現状について 
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日 曜 業　務　内　容 備　考

海洋環境保全推進月間（～6/30）

1 水 上旬

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土 中旬

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火 下旬

22 水

23 木

24 金 海上保安学校基本動作競技会

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

令和４年６月業務予定

6/2　海上保安学校校外学
習（予備日）

継続

令和４年５月２６日
第八管区海上安本部

海上保安学校

捜査技能審査会

（6/1のみ取材可）
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令和４年５月２６日 

 第八管区海上保安本部 

 

 

 

 

～海洋環境保全推進月間～ 

 

 

 

 

 
 
 
 
※海洋環境保全月間は、「未来に残そう青い海」をスローガンに、国民一人一人の海洋環境
保全のための遵法精神の涵養及び海洋環境保全思想の啓発を図り、もって海洋環境の保全
に資することを目的に平成１９年に定められました。 
 

１ 海洋環境保全指導・海洋環境保全啓発活動  
昨年、八管区内（福井県～島根県）で確認された海洋汚染発生件数は１９件で、その

うち油類による汚染が１２件、廃棄物による汚染が７件でした。 

                               （資料１参照） 

 このことを受け、海洋環境保全指導・海洋環境保全啓発活動として以下の活動を行い

ます。 

● 漁業・海事関係者に対する廃油類・廃棄物の適正な処理及び船舶からの漏油防 

止、台風や大雪等の自然災害による船舶の転覆、沈没の防止指導の実施 

● マリーナ・釣具店等に対する利用客へのマリンレジャー活動に伴って発生す

るごみ等の適正な処理についての呼び掛けの依頼 

● 子供達に対する海洋環境保全教室の開催 

● 一般市民に対する各種イベント、地元清掃活動における環境保全啓発活動 

                               （資料２参照） 

  

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、地方自治体の要請に応じた活

動を行うこととしています。 

  

２ 第２３回未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール  

 海上保安庁では、将来を担う子供たちに海洋環境について考える機会を設け、海洋環

境保全思想の普及を目的として、今年も「未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンク

ール」の募集を開始します。 

                             （資料３、４参照） 

問合せ先 

第八管区海上保安本部 

環境防災課課長    上田 修 

TEL 0773-76-4100 （内線 3310） 

 
 

 

海にごみを捨てない・船から油を流さない！ 

八管区では、5月 30 日（月）から 6月 30 日（木）までを「海洋環境
保全推進月間」※として、漁業・海事関係者に対する廃油類・廃棄物の
適正な処理及び船舶からの漏油防止に係る海洋環境保全指導並びに子
供達や一般市民に対する海洋環境保全啓発活動を重点的に実施します。 

また、6月 1日から第２３回「未来に残そう青い海・海上保安庁図画
コンクール」の作品募集を開始します。 
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令和３年管内海洋汚染件数状況 
 
○ 海洋汚染確認件数は１９件（前年比２件増） 

 
令和３年における当管区の海洋汚染確認件数については１９件（油類による

汚染１２件、廃棄物による汚染７件）で、前年から２件増となりました。 
 
油類による汚染１２件は前年に比べ３件増、廃棄物による汚染７件は前年に

比べ１件減となっております。 
 
油類による汚染１２件の内訳は、漁業・海事関係者による排出が８件（うち

バルブ等の取扱不注意３件、故意２件、大雪による船舶沈没２件、海難１件）
一般市民による排出が１件（上架中の船舶が台風により横転）、排出源不特定
が３件です。 
 
廃棄物による汚染７件の内訳は、一般市民による廃棄が７件（家庭ごみの廃

棄５件、小型船舶の海洋投棄２件）です。 
 
このうち、京都府にあっては、漁業・海事関係者の油類による汚染が３件（大

雪による船舶沈没２件、バルブ等の取扱不注意１件、すべて舞鶴市）、廃棄物
による汚染は１件（家庭ごみの廃棄、宮津市）ありました。 

 
 
 

【令和３年の管内海洋汚染確認分布図】 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

資料１ 
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【過去５年の管内海洋汚染確認件数の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

【過去５年の京都府下における海洋汚染確認件数の推移】 
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令和４年度 海洋環境保全指導・海洋環境保全啓発活動 
 

 海上保安庁では、海上環境関係法令の遵守と海洋環境保全思想の高揚を図り、もっ
て海洋環境保全に資することを目的とし、漁業・海事、マリンレジャー関係者を対象とし
た各種指導・啓発活動を関係機関と連携して実施します。 

 

１ 実施期間  
 
令和４年５月３０日（月）から６月３０日（木）までの間 

 
２ 重点事項  

 
廃棄物の不法投棄・油類の不法排出による海洋汚染の防止 

 

３ 活動内容  
 

（１）漁業・海事関係者及びマリーナ・釣具店に対する指導・啓発 

 
漁業関係者や船舶燃料取扱事業所等の海事関係者を訪

船・訪問し、廃油類や廃棄物等の適正処理、給油時におけ
る漏油事故の防止、台風や大雪等の自然災害による船舶の
転覆、沈没の防止について、指導を行います。 
また、マリンレジャー活動に伴って発生するごみ等の適

正処理について、マリーナ、釣具店に対し利用客等に広く
声掛けを行うよう協力を依頼します。 

 

（２）子供達に対する啓発 
 

子供達に対しては海洋環境保全教室等を開催し意識の
高揚を図ります。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
地域で実施される関係イベントにおいて、来訪者に対して環境保全啓発グッズを

配布するほか、海洋環境保全にかかる横断幕の掲示、巡視船艇のライトメールによ
る周知等の啓発活動を実施します。 

資料２ 

（３）各種イベントにおける啓発 
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資料３
第２３回未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール

募集テーマ：「未来に残そう青い海」

募集期間：令和４年６月１日（水）から９月９日（金）まで

募集部門：小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部

・ 応募方法の詳細については「資料４」のとおりで、第八管区海上保安本部ホームページに掲載予定です。

・ 今年度におきましても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえつつ、より積極的な応募を

促進する観点から昨年度と同様に、応募者が手軽に描いてポストに投函できる「はがきサイズ」で作品を

募集します。

○昨年（令和３年）応募数

八管区内：３５０点（小学生低学年の部１５７点、小学生高学年の部７７点、中学生の部１１６点）

全国総数：１５，４８９点

第八管区海上保安本部長賞

小学校高学年の部
柴原 うみ（しばはら うみ）さん
京都府京田辺市立三木山小学校５年生

小学生低学年の部
斎藤 萌香（さいとう もか）さん
島根県隠岐の島町立有木小学校２年生

第２２回コンクールの受賞作品の一例です。
海上保安協会舞鶴地方本部長賞
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資料4
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【問い合わせ先】
第八管区海上保安本部

警備救難部刑事課
榎田雄介 吉田裕

℡0773-76-4100（内線3172・3173）
令和４年５月１９日
第八管区海上保安本部

捜査技能審査会の開催について

第八管区海上保安本部において、若手海上保安官の捜査能力の向
上及び意識の高揚を目的として、捜査にかかる基礎知識や想定事例に
対応した捜査技術等を審査する「捜査技能審査会」を開催します。

【開催日】
令和４年６月１日（水）～３日（金）

【開催場所】
京都府舞鶴市下福井９０１ 舞鶴港湾合同庁舎６階 共用会議室

【審査会参加者】
敦賀、舞鶴、境、浜田の各保安部（所属保安署含む）若手職員３名でチームを編成

（４チーム計１２名）

【審査会概要】
チーム毎に審査を行い、優勝チームを表彰します。

６月１日：実技審査

想定事案について各チーム毎に初動捜査を行わせ、関係者に対する職務質問や

証拠収集等の技術を審査します。

６月２日：実技審査

想定事案について各チーム毎に捜査書類の作成等の能力について審査します。

６月３日：審査結果発表

審査結果の発表を行い、優勝チームの表彰式を行います。

【取材対応】 （※令和４年６月１日のみ取材していただけます）
（１）取材概要

次の公開スケジュール中、任意の時間に会場へ出入りいただけます。

①午後１時４０分～午後２時２５分：実技審査取材（６階 共用会議室）

②午後２時３０分：実技審査チームへのインタビュー（２階 第一会議室）

（２）取材申し込み

取材を希望される社は、５月２７日（金）午後５時までに別紙取材申込書の提出をお

願いいたします。

若手捜査官の登竜門！
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     第八管区海上保安本部 

 

捜査技能審査会【実技審査】 （6月 1 日） 

 

取材申込書 
御社名 

  

 

氏名 連絡先（携帯電話等） 

    

    

    

 

質問事項等あればご記入下さい 

  

  

  

  

【送信先】 

第八管区海上保安本部 警備救難部 刑事課 

（ＦＡＸ ０７７３－７６－４１０３） 

５月２７日（金）午後５時までにご連絡下さい 

 

別紙 
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             令和４年５月２６日 

             海 上 保 安 学 校 

 

 

海 上 保 安 学 校 連 絡 事 項 

 

１ 海上保安学校基本動作競技会の実施について 

   学生の基本動作の正確性、統一性を各分隊間で競い合わせることにより、その練度を 

高めるとともに、海上保安庁職員としての自覚、結束と協調性を高めさせることを目的 

として、基本動作競技会を実施します。 

   日時 令和４年６月２４日（金）午後３時４０分から午後５時１５分 

       

２ 校外実習について 

   授業で学習した航路標識の保守業務について理解を深めるため経ヶ岬灯台（京都府

京丹後市丹後町袖志）において実習を行います。 

   日時 令和４年５月３１日（火）（予備日：６月２日（木）） 

 

基本動作競技会 

(停止の動作(挙手の敬礼) 行進時の動作（かしら右） 

 

 

 

 

 

 

 

経ヶ岬灯台             校外実習(非常用電源保守説明) 
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令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ６ 日 

海 上 保 安 学 校 

 

経ケ岬灯台における校外実習の実施について 

海上保安学校では、授業で学習した航路標識の保守業務について理解を深めるため、 

経ケ岬灯台（京都府京丹後市）において実習を行います。 

記 

１ 日時 

   令和４年５月３１日（火）午前１１時３０分から午後２時まで 

   当日荒天の場合は、6 月 2 日（木）の同時刻に順延します。 

 

２ 実習者 

  情報システム課程 第３０期 ３０名（うち女性９名）  

 

３ 場所 

   経ケ岬灯台（京都府京丹後市） 

 

４ 取材時のお願い 

 （１）取材を希望される場合は、5 月３０日（月）までに上記宛てに連絡をお願いします。 

 （２）取材社におかれましては、コロナ感染防止対策にご協力（事前の検温・マスク着 

用）をお願いします。 

 （３）灯台までは遊歩道を１５分ほど歩くほか、灯台内部は狭く滑りやすいので、動きや

すい履物をご着用ください。 

 

５ 備考 

  本実習は、経ケ岬灯台を保守管理している舞鶴海上保安部の協力を得て実施します。 

【問合せ先】 

海上保安学校 

総務課長 水本 秀樹 

TEL/FAX 0773-62-3520 
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実習の様子 

     灯台全景              灯台の諸元説明 
  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

  レンズ保守方法説明            非常用電源保守説明 
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